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東大和市第五次基本計画（案）に対するパブリックコメントの結果について 

東大和市第五次基本計画（案）について、パブリックコメントを実施したところ、次

のとおりの結果となりました。 

１ 提出した市民等の人数及び提出された意見の数 

６人及び１法人 ５０件 

２ 意見の提出期間 

令和３年９月６日（月）から令和３年１０月５日（火）まで 

３ 提出された意見の要約及び市の考え方 

提出されたご意見の要約及び市の考え方は、以下のとおりです。 

なお、市の考え方で、個別事業に関するご意見として整理している内容については、

全庁的に情報共有し、必要に応じて、今後の施策の参考とさせていただきます。 

提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

１ 

１ 

「施策１－１ 子育て支援」の【展開方向

１】「安心して子どもを生み育てることが

できる環境づくり」へのコメント 

 

合計特殊出生率が下降傾向にあるので、

これを東京都の区市町村での上位に引き

上げる施策が必要である。子どもを産み育

てるためには保育園および市内で働ける

職場の充実が上げられる。今般谷里保育園

が武蔵大和駅近くに移転し、開園される

が、駅近辺に保育園ができることは利用者

にとって非常にありがたいことです。少子

高齢化で働ける人が少なくなるので保育

園の充実によりお母さんが働ける環境を

整備することは非常に大切なことです。 

保育ニーズを的確に把握しな

がら、適切な量の保育サービス

を提供することについては、「施

策１－１ 子育て支援」の展開方

向１で表記しています。 

この方向性に基づき、安心し

て子どもを生み育てることがで

きる環境づくりに努めてまいり

たいと考えています。 

２ 

「施策２－１ 保健、医療」の【展開方向

２】「病気の予防及び早期発見・早期治療の

ための環境づくり」へのコメント 

 

高齢者のみならず市民全体の健康づく

りを考えた時、がんドック受診への補助も

検討する価値があります。がんでの死亡は

全体の死亡者の２分の１以上です。現在人

間ドックや健康診査には市からの補助が

ありますが、これらの診断項目はダブって

いるところが多く、両方に市が補助するこ

とは意味がなく、財源の有効利用となりま

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

せん。どちらかにしてがんドックへの補助

も検討してほしいと思います。 

３ 

「施策２―２ 高齢者福祉」の【展開方向

１】「高齢者の就業や社会参加の機会拡大

及び介護予防の促進」に対するコメント 

 

高齢者の就業の機会はなかなか難しい

です。しかしながら高齢者が地域活動に貢

献することは高齢者の健康のみならず地

域の活性化につながります。高齢者が活躍

できる地域活動を企画し施策に加えてほ

しい。 

「施策２―２ 高齢者福祉」の

展開方向１で表記している内容

は、いずれも、ご意見の趣旨であ

る「高齢者が活躍できる地域活

動の推進」に資するものである

と考えています。 

４ 

「施策３―３ 都市づくり」に関するコメン

ト 

 

高齢化にともない、空き家の増加が目立

ってきました。居住していた人が施設に入

ったか、死去して相続者が空き家のままに

放置しているのかもしれません。空き家は

都市機能にマイナス要因です。防犯防災上

の観点からこれを放置してはなりません。

空き家の解消は困難かもしれませんが、空

き家を減らす方策を検討する必要がある

と思います。 

空家の適正管理、利活用など

に関することについては、「施策

３－３ 都市づくり」の展開方向

２で表記しています。 

この方向性に基づき、空家対

策を進めてまいりたいと考えて

います。 

５ 

「施策３－４ 道路、公共交通」へのコメン

ト 

 

多摩湖周遊道路は東大和市所管区域の

道路はアナボコが多いです。また、道路両

側から大きく伸びる樹木が散見されると

ころが多くあります。車の通行に支障をき

たし、さらに景観保全に支障となっていま

す。道路の保守点検と樹木の一層の管理を

提案します。交通の安全と景観保持のため

です。 

個別道路の管理に関するご意

見として承ります。 

なお、道路の適正な維持管理

については、「施策３－４ 道路、

公共交通」の展開方向１で表記

しています。 

６ 

「施策４－５ スポーツ、レクリエーショ

ン」へのコメント 

 

市民が多摩湖周遊道路を Walking して健

康づくりをするため、多摩湖周遊道路の狭

山公園入口の駐車場、トイレ、水飲み場、

休憩場所は非常にありがたいです。多くの

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

市民が多摩湖周遊道路の Walking を楽しむ

ためにはこのような施設を鹿島橋以西にも

設置することを提案します。鹿島橋西方に

は駐車場がなく、市民のアクセスが難しい

ところです。鹿島橋西方に狭山ベースが今

年開業しました。６０分 1,000 円です。周

遊道路沿いには廃業したホテルの跡地がい

くつかあります。ホテルの跡地を買収し、

施設を整備すれば多くの市民がアクセスで

き、その健康増進に役立ちます。武蔵村山

市側のかぶと橋には休憩所がありますが、

水飲み場、トイレはありません。これらの

施設の整備をお願いします。 

７ 

「施策６－１ 商工業、勤労者支援」へのコ

メント 

 

働ける職場を市内に創出することも大

切。企業を誘致して市民が収入を得られる

機会を高めてほしい。カシオの跡地への企

業の誘致に努めてほしい。上北台駅近辺の

ダイソー跡地にはスパーマーケットのベ

ルクが進出するとの話ですが、これが開業

すると多くの市民の雇用の機会が増えま

す。市民が雇用されるとその賃金により出

産、子育ての見通しが立ちます。ベルクは

上北台の駅近くです。近くに保育園もあり

ます。企業を誘致して開業させると、市に

は法人税などの納入により財政の改善も

見込まれます。企業誘致への働きかけも施

策です。 

市内において新たな事業者が

参入しやすい環境づくりに努め

ることについては、「施策６－１ 

商工業、勤労者支援」の展開方向

１で表記しています。 

また、「施策３－３ 都市づく

り」の展開方向１にて、拠点にお

いて事業者との積極的な連携に

より商業、医療、福祉、公共施

設、住宅などの機能の集積を目

指すこととしており、この取組

が進むことにより企業等の立地

促進にも寄与するものと考えて

います。 

なお、企業による特定の民有

地を活用した事業展開に対し

て、市が直接的に関与すること

は困難であります。 

８ 

「行財政―１ 行財政運営、行政改革」の

【展開方向１】「市民サービスの質の向上

と効果的・効率的な行財政運営の推進」に

ついてのコメント 

 

限られた財源や職員の中で、市民ニーズ

の多様化に伴う新たな行政課題に対応す

るための具体的取り組みとして、職員の東

京都あるいは他市での一定期間の研修、他

市との定期的な意見交換があれば、気づき

が生まれ、それが市民へのサービスとして

新しい取り組みへの創出につながります。 

東京都・他団体への職員派遣

や他市との意見交換について

は、現在でも実施しており、今後

も実施してまいりたいと考えて

います。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

９ 

少子高齢化と人口減少への対応として安

心して子どもを産み育てる環境づくりが大

切であるが、まず結婚して出産することを

目指さなければならない。そのためには市

内の独身者を結婚に導かねばならない。独

身者が異性と出会う場の設定が大切であ

る。そして結婚に至り、子どもを出産する

ことができればよい。基本計画の施策とし

て異性との出会いの場を設定する結婚相談

所への補助を考えてはどうだろうか。 

ご意見のような取組が、人口

減少への対応につながる効果が

あることは認識していますが、

事業実施による具体的な効果を

把握することが困難であるた

め、施策の具体的取組として位

置付けることは難しいと考えて

います。 

10 

市役所職員が定年で退職した後、再任用

されて職場に残る。６５歳で退職しながら

も再任用で収入を得るのはよいが、その業

務の範囲を明確にしなければならない。 

ＯＢが職場でぶらぶらしていては現役の

職員はやる気をなくし業務に支障が生じ

ることになりかねない。 

人事行政に関するご意見とし

て承ります。 

11 

市役所には会計年度任用職員といわれ

る臨時・非常勤職員がパートタイムあるい

はフルタイムで勤務している。これらの職

員の業務量は、フルタイムで働く正規職員

とほぼ変わらない人も多い。行政サービス

の多様化に対応するため特に女性が多く

雇用されており、財政の健全化の名のもと

に人件費が低く抑えられている。これらの

職員の収入を引き上げ、職種や勤務時間な

どの条件を明確に定め、処遇の改善を図る

必要がある。 

人事行政に関するご意見とし

て承ります。 

２ １ 

「第２節 市を取り巻く社会・経済情

勢」「２ 子ども・子育て」「図表 多摩地

域において合計特殊出生率の高い上位１

０市」にあるように、東大和市は多摩地域

において合計特殊出生率が例年高い水準

となっております。また、近隣の小平市、

武蔵村山市も例年高い水準となっており

ます。 

そこで、生活圏が近い他自治体と子育て

事業の連携をできたらスケールメリット

もあるのではないかと考えます。１市では

なかなか予算がつきにくい事業であって

も（なかなか制度上難しいと予想はつきま

すが。）、他市と連携するような視点もあっ

ては良いのかと思いました。 

近隣自治体との連携・協力に

よる行財政運営を推進すること

については、「行財政―１ 行財

政運営、行政改革」の展開方向１

で表記しています。 

この方向性に基づき、子育て

支援施策に限らず、他の施策に

おいても、近隣自治体との連携

を進めてまいりたいと考えてい

ます。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

２ 

「施策１－１ 子育て支援」の中では、助

成についても触れられていますが、おむつ

ごみ袋の支給など他市でも実施されてい

るような事業を検討していただきたいで

す。 

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 

３ 

「施策１－２ 子どもたちの健全育成」

「図表 学童保育所の入所児童数及び待

機児童数の推移」にあるように、ランドセ

ル来館事業により大きく待機児童数が減

っていることは、とても評価できると思い

ますので、引き続き保育園の待機児童等も

含めて、対応いただけるととても良いと考

えます。 

「施策１－１ 子育て支援」及

び「施策１－２ 子どもたちの健

全育成」では、ニーズに応じて、

保育園や学童保育所の施設整備

を検討することとしています。 

この方向性に基づき、引き続

き、待機児童解消に努めてまい

りたいと考えています。 

４ 

「施策４－３ 生涯学習」については、近

隣の自治体でも電子書籍の貸し出しを始

めたところもありますので、ぜひ、ICT化

の一環としてそういった事業を検討して

いただき、計画に入れ込んでいただきたい

です。 

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 

５ 

「施策６―４ 観光、ブランド・プロモー

ション」についてですが、令和３年の春先

に親戚の方が多摩湖及び狭山丘陵周辺を

ウォーキングした際に、草木が生い茂って

いるため歩きにくく、少し残念だったと話

してくれました。東大和市が観光資源とし

て、多摩湖及び狭山丘陵を売り込むのであ

れば、草木の管理をすることは必須と考え

ます。もちろん、東京都や埼玉県、所沢市

の管轄の場所も多くあると思いますが、整

備管理という文言を計画上でも謳ってい

ただけるとよろしいかと思います。 

狭山丘陵における樹木等の適

正管理については、「施策５－１ 

自然環境」の展開方向１で表記

しています。 

３ １ 

第五次基本計画（案）の中に、東大和市

でもたくさん建設されているマンション

関連の施策等が全く記載されていないこ

とを、残念に思います。 

奇しくも、来年度からは、「マンション管

理計画認定制度」や「マンション管理適正

評価制度」等の諸制度がスタートすること

もあり、ぜひとも、 

１）マンションの管理状況の把握の推進 

２）管理組合による自主的な維持管理の支援 

などに資することを目的としたマンショ

マンションの適正管理等につ

いては、「施策３－３ 都市づく

り」の展開方向２の方向性に沿

った個別事業であると考えてい

ます。 

同展開方向では、大きな方向性

として、住環境の維持・整備につ

いて表記していますので、計画案

のとおりとし、ご意見について

は、今後のマンション施策に関す

るご意見として承ります。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

ン管理関連の基本計画について、例えば

「施策３－３ 都市づくり」などへの記載

をお願いしたいと考えています。 

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

４ 

１ 

将来都市像 

水と緑は良いが、笑顔輝くはあいまい。

決定過程も不透明で適切とは思えない。早

い段階から市民から募集するなり、候補作

品の投票など市民にアピールして、市民み

んなでつくるべきと考える。この表現を活

かすのであれば「水と緑と人が輝くまち 

東大和」がふさわしいと考える。「人が輝

く」とすれば、基本目標、基本施策とも一

致し、東大和が「人を大事にするまち」を

目指すことが明確になり、多くの市民に受

入れられる。 

将来都市像を含む第三次基本

構想は、令和２年１２月に、市議

会の議決を経て策定済みである

ため、本件パブリックコメント

の対象外ですが、将来都市像の

考え方について、参考として以

下のとおり回答します。 

将来都市像については、公募

市民の方を含む総合計画審議会

委員の皆様に具体的な言葉を考

案していただくなど、総合計画

審議会のご意見を参考とさせて

いただき、検討を進めてまいり

ました。 

「笑顔が輝く」には、「活力あ

るまちづくり」を進める意味が

込められています。 

この将来都市像の実現に向け

て、少子高齢化と人口減少が進

展する中にあっても、活力ある

まちづくりを進めてまいりたい

と考えています。 

２ 

基本施策５及び６ 

 

コンセプトが非常に弱い。この程度の施

策では将来像実現への一歩も踏み出せな

いし、市民の協力も得られない。もっと市

民を引きつけ、誇りをもって協力できるも

のにする必要がある。例えば、環境エネル

ギー政策推進に向けて、環境政策課を設け

て再エネによる発電事業を行政と市民と

で立ち上げること。都市農業の衰退を、指

をくわえて待つのではなく、ソーラーシェ

アリングなど先進市に学び、事業化推進に

力を入れて後継者問題の解決を図ること。

などにより環境問題と産業振興を同時に

解決する手段を練り、施策として推進すべ

きである。地産地消を実現し、税収アップ

と資金流出を防止する。 

再生可能エネルギーを利用し

た発電事業により、温室効果ガ

スの削減に留まらず、経済振興

などにも寄与する取組が行われ

ていることは認識しています

が、市の土地利用の現況や財政

状況等を踏まえると、その実施

を見通すことは困難であるた

め、今後の環境施策に関するご

意見として承ります。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

３ 

第４編 計画の進捗管理 

 

計画の実効性を左右する最も重要な項目

である。これの要諦は、施策の実行者が、事

業の全体を俯瞰すると同時に、手抜きなく

いささかの手抜きもしないこと、即ち「鳥の

目と虫の目」を持ってことに当たる必要が

ある。マネジメントツールとして「マネジメ

ントサイクル／ＰＤＣＡ」を、毎日、毎週、

毎月、各期、年度毎にしっかり回すことであ

る。具体的には、日報、週報、月報などの記

録管理であり、ＣＡＰＤと回すことが最も

大事であると心得て実行して貰いたい。先

ずは、現状把握から始め、状況を公表しても

らいたい。 

進捗管理の具体的手法等に関

するご意見として承ります。 

なお、第五次基本計画の進捗

管理は、行政評価を活用したＰ

ＤＣＡサイクルに基づき実施す

ることとしており、行政評価の

結果は、公表する予定です。 

４ 

第５編 ＳＤＧｓ 

 

あくまでもこの項は、整理のためのも

の。ＳＤＧｓは、各事業に埋め込まれてお

り、それぞれの事業の中で実施されなけれ

ばならない。 

この項目も、ＰＤＣＡのサイクルの中で

平素から管理されなければならない。小さ

く、素早く回して、すぐにフィードバック

して進捗を管理すべきである。 

第五次基本計画では、各施策

を推進することにより、ＳＤＧ

ｓの達成に取り組むこととして

います。 

このため、各施策の進捗を管

理することにより、ＳＤＧｓの

進捗状況の管理に代えたいと考

えています。 

５ １ 

市民の活力を阻害する公民館等の使用料

有料化の取りさげ 

 

総合計画、第３次基本構想、第５次基本

計画案には重要施策として下記の点が表

記されています。 

・コミュニティ活動や文化活動など市民

による自主的で主体的な活動を推進し、

地域の中で市民同士がつながりあい、協

力しあう街づくりを進める 

・誰もが生涯を通じて学び続けられるよ

う、学習環境の向上に取り組み、豊かな

人間性実現、学習の成果をより良い地域

づくりに生かす街づくりをすすめる 

・人が集う、安心して暮らすことのできる

魅力的な街づくりをすすめる 

・高齢者が地域活動、生涯学習、スポーツ

活動などに参加できる環境づくりを行

重要施策を含め、第２編「分野

別計画」の施策を推進するため

には、財源の確保が必要となり

ます。 

このため、第３編「行財政運

営」では、第２編の前提として、

行政改革等の施策を位置付けて

います。 

第２編と第３編の各施策は、

整合を図りながら推進していく

ことが必要です。 

第２編の施策を推進するため

に、使用料・手数料の見直しなど

を含めた行政改革に取り組むこ

とは、必要不可欠であると考え

ています。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

う 

・今後、地域コミュニティの機能が弱まる

ことで、地域住民の高齢化、独居化によ

る孤独死や引きこもり増加などの問題

の顕在化が懸念され、地域コミュニティ

の活性化に向けた取組が必要である、

等々 

市の作成した基本構想や計画に明記さ

れている指針に反する施策を行うことは

明らかな矛盾行為です。 

他市の施策に惑わされることなく、市民

の文化・学習・運動、人のつながりを奨励

し、サポートすることの継続こそ、東大和

市の魅力である住みよいまちづくりです。 

２ 

教育環境の改善 

 

教育環境は若い世代の家族にとっては

居住地選択の大きな関心事です。 

少子高齢化、人口減少問題にも大きな影

響を与えます。改善に向けて、これまで以

上にスピードと強いアクションを取るべ

きです。 

・いつまでも進展しない当市の小学校生・

中学校生学力（国語・算数）改善、専門

家を交えた調査委員会を構成し、要因及

び改善対策を明確にする。 

・学校設備（トイレ、空調など）改善、計

画の前倒し実行、スピードアップ 

・IT 関連などの先端の教育ツール及び環

境を他市よりも先行して取り入れる。 

少子高齢化と人口減少が進展

する中にあっても、活力あるま

ちとするためには、若い世代の

方々に居住地として選ばれるよ

うな、まちづくりを進める必要

があります。 

このため、計画案では、学校教

育を重要施策の一つとし、児童・

生徒の学習意欲の向上や教育環

境の整備などに、重点的・優先的

に取り組んでいくこととしてい

ます。 

３ 

居心地の良いサロンの開設 

 

１人で気軽に立ち寄れ、人と交流できる

施設がありません。 

中央図書館１階の読書できるサロンな

どでは、いつも多くの人が新聞や雑誌など

を読んでいる光景がありました（現在はコ

ロナで閉鎖）。 

人が集まり談笑できる喫茶店もほとん

どなくなりました。 

人が気軽にできる居心地の良いサロンを

テスト的に設けていただきたいと希望しま

す。 

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

設置場所は公共施設の中、好立地の空き

店舗借り上げなどが考えられます。 

設備や部屋環境は、くつろげること、新

聞・雑誌があること、簡単なドリンクバー

が備わっていて、障碍者が作ったパンなど

もあればさらに良いと思います。 

安価な入場（店）料を取るか、店内製品

の代金で賄うかは検討要です。 

４ 

郷土博物館に喫茶・軽食提供、休憩場所の

設置 

 

東大和市の誇る狭山緑地も訪れる人も

少なく、郷土博物館も平時は閑散としてい

ます。 

狭山緑地に来ても食事・喫茶する場所も

屋内で休息する場所もありません。 

郷土博物館には図書室などの遊休施設

もあり、活用活性化が求められています。 

狭山緑地にも郷土博物館にも来訪者を

増やすことが期待できます。 

博物館法では食事場所、売店などの施設

は禁止されていません。 

個別事業に関するご意見とし

て承ります。 

５ 

財源創出やまちの発展に寄与する立案活

動 

 

学校の統廃合や公共施設の総量縮減が

計画されています。その時に創出される跡

地の有効活用や建て替え公共施設の新た

な機能については明確にされていません。 

廃校された学校の跡地などは活用次第

では財政に寄与します。 

改築する建造物にも新しい機能付与に

よって財政的価値を生み出すことが可能

かも知れません。 

将来の市の財政のマイナス要因や人口

減ばかりを危惧するよりもプラス思考で

まちの発展、財源創出（市民からとるので

はなく）に積極的なプロジェクトを数多く

立ち上げることが必要です。 

例えば、跡地に国や東京都の一部の行政

機関施設の誘致（首都圏地震対策）、総合病

院、有名校の分校、有名学習塾、企業の研

究所等の人・文化・教育誘致による財源寄

「東大和市公共施設再編計画

（令和３年３月策定）では、建築

系の公共施設の再編の基本方針

として、公共施設の跡地は、定期

借地としての活用又は売却等に

ついて検討することとしていま

す。 

また、活用又は売却等にあた

っては、市のまちづくりに関す

る方針に適合するよう条件等を

付けることを検討することとし

ています。 

この基本方針を踏まえ、公共

施設の跡地の利用については、

個別の案件ごとに、検討してま

いりたいと考えています。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

与、近隣市都市（特に発展する立川市等な

どと）と経済的発展シナジーなど、アイデ

アは幾つも出てくるでしょう。 

６ 

１ 

14ページ 市の沿革 

 

ページ下部半ページ空いている部分に

かつての６か村などの状況が分かる地図

を掲載してはいかがでしょうか。沿革が分

かりやすくなり、市民の方に愛着を持って

もらえるのではないかと思います。 

６か村の状況がわかる地図を

新たに掲載します。 

２ 

15ページ 国の人口動態 

 

これ以降も同様ですが、グラフに関する

解説文にカッコ（ ）が多すぎてとても読

みにくいです。なんとかなりませんか。た

とえば（１０月１日現在）など正確さを期

する（指摘を免れる）ための注意書きは本

文中に直接入れ込まなくてもよいと思い

ます。 

年表記を和暦と西暦の併記と

していることにより、カッコ

（ ）が多くなっていますが、期

間の計算がしやすくなるなどの

メリットがあると考えています

ので、計画案のとおりとします。 

また、市民の皆様に正確な情

報をお伝えするための表記は必

要であると考えています。 

３ 

17ページ 感染症の流行 

 

国連環境計画（UNEP）と国際畜産研究所

（ILRI）が昨年まとめた報告書によれば、

地球の自然環境の劣化が、新型コロナウイ

ルスのような人獣共通感染症の増加に拍

車をかけており、私たち人類が今後も今回

のコロナ禍と同様の脅威にさらされてい

くことは明らかです。このことは踏まえて

おく必要があると思います。 

当該箇所では、第五次基本計

画の背景となっている社会・経

済情勢を市民の皆様にご理解い

ただけるよう、より簡潔に、わか

りやすくお伝えしたいと考えて

いますので、計画案のとおりと

します。 

なお、新たな未知なる感染症

の流行等に備える必要があるこ

とについては、同箇所において

表記しています。 

４ 

18ページ 環境 

 

２つ目の項目に脱炭素社会について記

述されていますが、これに関連してエネル

ギーミックスの大胆な変革（再生可能エネ

ルギーの推進と省エネ）が必要なことは市

民生活にも大きく関わることであり、記述

が必要だと思います。 

３つめの項目に生物多様性国家戦略に

ついて書かれていますが、これまで何回も

改定されていること、本計画の計画期間に

被る 2020 年以降の戦略について現在検討

カーボンニュートラル（脱炭

素社会）の実現に向けて、再生可

能エネルギーの推進と省エネが

必要なことについて、新たに追

記します。 

また、生物多様性国家戦略に

関しては、2020年以降の戦略の

検討が進められていることにつ

いて、新たに追記します。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

が進められていることを記述したほうが

よいように思います。（現状の書き方だと、

2020 年で終わっていることをなぜ記述し

ているのだろう？という気がします） 

５ 

30ページ 主な成果・活動指標の達成状況 

 

第四次基本計画の達成状況の全体的な

低さをみるに、残念ながら第四次基本計画

は実効性を欠く絵に描いた餅であったと

言わざるをえないように思います。かなり

思い切った方針転換をしなければまた同

じ結果に陥ることは明確ですが、この達成

状況の全体的な低さを受けた今回の計画

策定の方針についてはどこかに記述され

ているのでしょうか。 

第四次基本計画の「主な成果・

活動指標」の達成状況は、様々な

要因を受けて、全体的に低くな

ったと考えています。 

特定の要因によるものではな

いと考えられるため、達成状況

が低いことについては、第五次

基本計画の背景の一つとして整

理しています。 

なお、第五次基本計画につい

ては、より実効性のある計画と

なるよう、少子高齢化と人口減

少の進展に対応することを明確

化し、重要施策を設定すること

により、第四次基本計画からの

方向転換を図っています。 

６ 

33ページ 市民意識調査の結果（章別・散

布図） 

 

意識調査で満足は５点、非常に満足は１

０点であることを考えると基本的にはほと

んど満足されていない３章以外の項目が比

較的満足されているように見える点は改善

した方がよいかと思います。せめて軸の上

限を５点にしてはいかがでしょうか。 

各章の満足度については、最

も高い第４章(0.29点)と最も低

い第３章（△0.31点）との差が

１未満と小さくなっています。 

満足度の軸（横軸）の上限値を

５点とした場合、各章間で満足

度の違いを理解しづらくなりま

すので、計画案のとおりとしま

す。 

７ 

37ページ まちづくりの主要課題 

 

第３章を受けて主要課題を整理されて

いますが、主要課題と基本構想で掲げられ

た「まちづくりの基本姿勢」や「まちづく

りの目標」との関連性が分かりにくいよう

に思います。たとえば、基本姿勢にある「市

民自治の確立」、まちづくりの目標にある

「多摩湖や狭山丘陵などの豊かな自然と

共生した、個性的でうるおいのある良好な

環境」、将来都市像にある「水と緑」など、

着地点がなく宙ぶらりんになっている印

象があります。この辺りの関連が分かるよ

うな表現を工夫してほしいです。 

第三次基本構想の「まちづく

りの基本姿勢」は、まちづくりを

進める上での原則を示したもの

であり、特定の課題や施策等に

関連するものではありません。 

また、第三次基本構想の「まち

づくりの目標」（都市像及び基本

目標）と第五次基本計画との関

連については、第１編第５章「施

策の体系」で整理しています。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

８ 

42ページ 都市の価値を高める施策の推

進 

 

都市の価値の考え方について、近隣の都

市と同じような都市像を目指しても、パイ

の奪い合いになって、都心への地の利や税

収の点で不利な本市は沈下してしまうと

いう強い懸念をもっています。多摩にあっ

て他の都市にはないきらりと光る魅力を

創出・発信していく必要があると思いま

す。個人的にはそのために必要なのは１）

狭山丘陵と多摩湖、その周辺の農地を中心

とした緑地の保全・プロモーションと利

用、２）エネルギーや食糧の自給率の向上、

３）経済のローカル化だと思っています。

このため、施策６－２ 都市農業も重要施

策に位置づけてほしいと思います。 

重要施策３では、少子高齢化

と人口減少の進展による影響を

最小限とし、活力あるまちとす

るために、都市の価値を高める

こととしています。 

そのために、メリハリのある

都市空間の形成として、駅前な

どの拠点整備や、水や緑を感じ

ることができる住環境の整備な

どを進めることとしており、こ

れらの関連施策をまとめて、重

要施策として設定しました。 

都市農業は、都市の緑を構成

する要素の一つですが、緑の保

全・活用に向けては、主に「施策

５－１ 自然環境」施策を推進

してまいりたいと考えています

ので、重要施策は、計画案のとお

りとします。 

９ 

43ページ以降 分野別計画 

 

分野別計画全体に言えることですが、重

要施策とそうでない施策のメリハリが分

かりにくいです。見出しの右側に「重要施

策」と書いてある以外はほかの施策と同様

淡々と記述されている感じがします。掲げ

ている施策の展開方向については、これま

でもやってきたことを粛々と続けるパタ

ーンと、重要施策ゆえ新規に打ちだしたも

の、今後とくに力を入れていくこと等があ

ると思うので、その違いが分かるように記

述してほしいです。 

施策の展開方向は、大きな方

向性を示したものであるため、

新規・継続などに分けることが

難しい場合があります。 

また、計画で位置付けた施策

は、その全てに取り組んでいく

必要があります。 

このため、ご意見のような区

分を設定することは難しいと考

えています。 

10 

111ページ 自然環境 

 

緑豊かな自然環境であればこそ、育成さ

れる人材があると思います。豊かな自然環

境を教育に生かすような取組が緑を守る

活動の担い手の確保にもつながるので、狭

山丘陵など市域の緑の価値、さらに生物多

様性のなんたるかを市民に知ってもらう

教材として行う環境教育の推進を盛り込

んでほしいです。 

ネットワークづくりの一端として、ま

自然環境分野の環境教育に関

しては、「施策４－４ 平和、歴

史文化」の展開方向３で、狭山丘

陵の自然環境を生かした郷土博

物館の事業展開について表記し

ています。 

また、環境教育に関しては、

「施策５－３ 生活環境、地球環

境」の展開方向２で、地球温暖化

対策の啓発活動に取り組むこと

を表記しています。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

た、「水と緑と笑顔が輝くまち」を市民の生

活空間で具現化するためにも、宅地など私

有地に緑（植木、生垣、グリーンカーテン、

鉢植え、睡蓮鉢など）を配置することをも

っと積極的に推進してほしいです。 

これらの方向性に基づき、環

境教育を推進してまいりたいと

考えています。 

なお、私有地における緑の配

置の推進については、個別事業

に関するご意見として承りま

す。 

11 

廃棄物処理 

 

廃棄物が削減されれば、市の財政負担も

軽減すると思います。数値目標を設定する

などもっと積極的に削減に取り組んでも

らいたいです。たとえば、家庭からの一般

廃棄物を２０%削減するのはそんなに現実

味のない目標ではないと思いますが、それ

によって廃棄費用はどのくらい削減され

るでしょうか。 

現在実施されているジモティとの提携

や中古食器の交換会等に代表されるリユ

ースを推進する取組等を今後も積極的に

進めてほしいです。 

廃棄物の減量に関する具体的

な数値目標は、「東大和市一般廃

棄物処理基本計画」で定めてい

ます。 

また、当市の廃棄物は、小平

市、武蔵村山市の３市で共同処

理していることから、全体経費

を各市が搬入した廃棄物の量に

応じて分担しています。そのた

め、廃棄物の減量によって負担

金額の削減にはつながるもの

の、減量割合と負担金削減割合

が一致しない状況にあります。 

廃棄物の排出抑制に向けた民

間事業者との連携につきまして

は、引き続き、推進してまいりま

す。 

12 

119ページ 地球温暖化対策の推進 

 

地球温暖化は世界が直面する切迫した

危機です。省エネルギーを推進し、地域が

使うエネルギーを地域で回すことがこれ

からの社会に必要なことだと思います。地

域のエネルギーの流れを変えるような、も

っと思い切った取組が必要だと思います。 

ご意見につきましては、前記

４―２と同様、今後の環境施策

に関するご意見として承りま

す。 

13 

121ページ 施策６－１ 商工業、勤労者支

援 

 

魅力あるまちづくりのためには、フラン

チャイズ店舗や紋切り型のショッピング

モールなどではなく、特色ある個人商店の

活性化が重要であると考えますが、こうし

た個人商店は敷居が高い、情報が不足して

いる、などの理由で市民が利用しにくい状

況になっているのが大きな課題だと思い

ます。このような商店の情報発信を支援し

市が、個人商店の営利につな

がる活動に対して、個別・直接的

に支援することは困難であるた

め、地域コミュニティの担い手

などの公共的機能を有している

商店街の情報発信について追記

します。 

具体的には、「施策６―１ 商

工業、勤労者支援」の展開方向２

に、「商店街が個店の特徴や商店

街の魅力等を積極的に情報発信



14 

提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

たり、情報のプラットフォームを整備した

りといった市民と商工業（とくに個人商

店）をつなぐ取組を盛り込んでほしいと思

います。 

することができるよう、必要な

取組を推進する」ことについて、

新たに追記します。 

14 

125ページ 施策６－２ 都市農業 

 

農地は現在進行形で失われていますが、

都心に行くほど失われている農地こそが

東大和市の重要な魅力のひとつであり、

「都市としての価値の向上」に対応して重

点施策と位置付けるべきと考えます。東大

和市が多くの近隣都市と同様に無秩序に

宅地開発された結果、都心への地の利や財

政的なハンデから価値が下がり、空洞化し

ていくことには強く抵抗して欲しいと思

いますし、少子高齢化や人口減少を前提と

しておきながら近隣都市（とくに東側の当

市より都市化の点で有利な都市）と同じ方

向性の都市化を目指すことには強く抗議

します。 

2022 年は生産緑地法改正から３０年目

にあたり、生産緑地の解除により無秩序な

宅地開発による環境の悪化、大量の宅地供

給による不動産市場の混乱などが懸念さ

れていますが、それに対して市はどのよう

な対応を検討されているのでしょうか。 

新規就農者の支援について、「学ぶ機会

の提供」を挙げていますが、現状の農地と

新規就農者を結びつける斡旋のような取

組まで踏み込まなければ、農家や農地の減

少は止められないと思います。もっと踏み

込んだ農地・農家の減少対策を本気で考え

て欲しいです。 

都市農業を重要施策に位置付

けることに関する考え方は、前

記６－８のとおりです。 

農地は、農産物の供給のほか、

防災や景観など多様な機能を有

し、都市にあるべきものとされ

ています。 

このため、「施策６－２ 都市

農業」の展開方向１で、生産緑地

等に関する内容を表記していま

すが、これに加えて、「市民が農

業・農地に直接ふれあえる多様

な機会を提供することなどによ

り、市街地の貴重な緑である農

地の保全と活用を推進する」こ

とについて、新たに追記します。 

なお、生産緑地地区の指定か

ら３０年が経過し、買取り申出

が可能となる生産緑地地区につ

いて、特定生産緑地への指定促

進を図ることとしています。 

また、新規就農者の支援に関

して、斡旋のような取組を実施

することについては、個別事業

に関するご意見として承りま

す。 

15 

151ページ 参考指標 

 

成果指標がすべて市民の満足度向上な

のも気になる点ですが、これを補完する参

考指標についても、目標値が定められてい

ない状態で進捗管理ができるのでしょう

か。目標値に落とし込めないほど各部署は

政策の実態や見通しを把握していないの

か、というとても残念な印象を受けます。

もしすぐに設定するのが難しいのであれ

第五次基本計画では、成果指

標を「市民の満足度」としていま

すが、明確な根拠に基づき目標

値を設定することが困難である

ため、「満足度の向上」を目指す

こととしています。 

また、参考指標は、成果指標を

補完し、計画の進捗管理の手法

である行政評価（施策評価）を適

正に実施するために設定するも
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

ば、計画初年度の目標を目標値の設定にさ

れてはいかがでしょうか。あるいは個別の

計画で数値目標を立てることを明記して、

総合計画はそれに従って進捗管理するこ

とにしてはいかがでしょうか。 

のであることから、具体的な数

値目標を設定することはなじま

ないと考えています。 

16 

153ページ 認定農業者 

 

都市農業の参考指標にある「認定農業

者」とはなんでしょうか。認定農業者＝農

家と考えてよいのかどうか、判断がつきま

せんでした。注釈を付けてほしいです。認

定農業者が増えれば農家や農地は減って

いないと考えてよいのでしょうか。農家や

農地が減らない施策を打ってください。 

「認定農業者」の意義は、「施

策６－２ 都市農業」の注釈で表

記しているため、当該ページで

は表記を省略しています。 

都市農業においては、担い手

の確保・育成が課題となってお

り、地域農業の中核的存在であ

る認定農業者の増加を図ること

は、都市農業の振興につながる

と考えています。 

17 

154ページ 第五次基本計画とＳＤＧｓ 

 

巻末にＳＤＧｓのことがとってつけた

ように配置されているのにとても違和感

があります。これはＳＤＧｓの達成のため

に、こうしよう、というのではなく、ＳＤ

Ｇｓ的に本計画を解釈すると、こんなふう

になります、という主旨に思えます。基本

施策や重要施策の設定時等、ＳＤＧｓが基

本計画策定の根拠のひとつになっていな

いのであれば、巻末にこれをつける必要は

ないと思います。どうしても付ける必要が

あるのであれば、コラムのような形でＳＤ

Ｇｓを紹介して、この基本計画はＳＤＧｓ

の理念にも通底しています、という話にす

ればよいと思います。 

地方自治体の取組とＳＤＧｓ

は密接な関連があることから、

第五次基本計画では、施策を推

進することにより、ＳＤＧｓの

達成に取り組むこととしていま

す。 

基本的な考え方を「ＳＤＧｓ

の達成に向けて取り組む」こと

としていますので、ＳＤＧｓに

関する表記内容は、計画案のと

おりとします。 

７ １ 

Ｐ55～56【展開方向３】学校と家庭・地域

との連携の推進 

 

「主な具体的取組」の上から２つ目の内容

（以下参照）に賛同 

◆児童・生徒が自分自身や学校、地域に対

して「誇り」や「愛着」を持つための教

育活動を保護者や地域とともに推進し

ます。 

 

（理由） 

昨今、「次世代向け教育支援活動」は多く

計画案に表記したとおり、学

校と家庭・地域との連携を推進

してまいりたいと考えていま

す。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

の民間企業において実施されております

が、弊社においては、学校現場のニーズに

応じて、未来を担う子どもたちにエネルギ

ーと環境の大切さを伝えています。新学習

指導要領を踏まえたＳＤＧｓ教育の一環

としても活用していただける出張授業や、

先生方の授業づくり支援活動を展開して

います。 

弊社の学校教育支援活動の一つは、地産

地消の食材選択・調理・食事・片付けの各

過程で環境に配慮した食事作りを提案す

る内容となっており、成長と自立に寄与す

ることが期待できます。 

２ 

Ｐ63【展開方向２】高齢者が地域で安心し

て暮らすことができる環境づくり 

 

「主な具体的取組」に、以下の内容を追記 

◆高齢者が健康で暮らしやすい住環境整

備を推進するため、バリアフリー化やヒ

ートショック対策について検討します。 

 

（理由） 

高齢者が健康でいきいきと暮らし続け

られるよう、事故対策として家庭内におけ

る寝室や居間での転倒防止や階段をバリ

アフリー化することやヒートショック対

策を検討することが重要と考えます。 

特に、毎年消費者庁からの注意喚起が出

ているとおり、高齢者の「不慮の溺死及び

溺水」特に「浴槽における溺死」による死

亡者数は、交通事故による死亡者数より多

く、入浴中の急死の中には、溺水以外の病

死などが死因であると判断される場合も

あることから、実際に発生している入浴中

の事故は更に多いと推定されています。 

また、年齢別に人口あたりの発生割合で

見ると年代が上がるにつれて増加傾向に

あり、特に７５歳以上の後期高齢者が増え

ています。高齢になると血圧を正常に保つ

機能が低下するため、寒暖差などで急激な

血圧の変動によって脳内の血流量が減り

意識を失うことで入浴中の溺死事故に繋

がることから、出来るだけ浴室や脱衣所と

家庭内における事故対策につ

いては、高齢者の皆様に対する

適切な情報提供が必要であると

考えていますので、「施策２－２ 

高齢者福祉」の展開方向２の３

つ目の◆に、「居宅内における事

故等を防止するため、分かりや

すい情報提供に取り組む」こと

について、新たに追記します。 

なお、段差解消などの住宅改

修費については、介護保険サー

ビスとして支給しています。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

の温度差が生じないよう設備改善を推進

する検討を提案いたします。 

なお、合わせて高齢者本人や支える家族

が「入浴時の温度管理に注意してヒートシ

ョックを防止する」ための正しい知識を身

につけられるよう啓発することも大切で

す。 

３ 

Ｐ63【展開方向２】高齢者が地域で安心し

て暮らすことができる環境づくり 

 

「主な具体的取組」の上から５つ目の内

容（以下参照）に賛同 

◆ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯、認知症家族、介護者などがいつで

も気軽に相談でき、適切な支援につなげ

ることができる仕組の整備を推進しま

す。 

 

（理由） 

貴市では、高齢者が住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるよう平成２３年

から「東大和市高齢者見守りネットワーク

～大きな和～」を実施しており、多くの事

業者が協力機関として登録をしておりま

す。 

平成３１年には、「大きな和」の見守り対

象を子どもにも拡大され、地域の子どもを

含めた地域づくりの仕組みとして再整備

されています。災害時や子育ての場面でも

仕組みが活かされるよう関係機関がより

連携を深めていくことが必要だと考えま

す。 

計画案に表記したとおり、高

齢者が地域で安心して暮らすこ

とができる環境づくりを市民や

事業者と連携しながら進めてま

いりたいと考えています。 

４ 

Ｐ75【展開方向１】災害対応力の強化  

 

「主な具体的取組」上から３つ目の内容

（以下参照）について、下線部を追記 

◆災害発生に備え、公共施設や防災拠点と

なる施設の機能を維持するために自立

分散型エネルギーの導入を検討し、電源

の自立化・多重化によるエネルギーの確

保を進め、市民への情報発信体制の強化

や職員間の通信手段の確保に努めると

ともに、災害発生時には、様々な情報通

ご意見の趣旨にある「災害発

生に備え、公共施設の機能維持

のための対策に取り組むこと」

について、「施策３－１ 防災」

の展開方向１の４つ目の◆に新

たに追記します。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

信手段を駆使して災害情報を迅速かつ

確実に提供します。 

 

（理由） 

東日本大震災では、東北地方の多くの自

治体が壊滅的な被害を受けその機能を喪

失し、災害対応が極めて困難な状況に追い

込まれました。これらを教訓に貴市では、

市民等の被害軽減と行政機能の維持・継続

を目的として「東大和市事業継続計画（地

震編）」を平成２５年３月に策定していま

す。 

この計画には震災時に「非常時優先業

務」を確実に遂行するために必要な資源と

して、「電力」「情報通信手段」「執務環境」

等を事前に確保しておくことの重要性が

記されていますので、体制や手段に加えそ

れを機能させるための「電源の確保」につ

いて明記することは市民の信頼につなが

ると考えます。 

なお、近年は各地において大地震だけで

なく、これまで経験したことのない威力・

規模での台風襲来や線状降水帯の発生に

よる大規模な自然災害が相次いで発生し、

気候変動に伴う災害リスクへの対応は重

要性を増しております。特に 2019（令和元）

年の台風１５号や台風１９号では千葉県

を中心に広範囲に亘る長期の停電が発生

するなど、エネルギー供給途絶による事業

及び市民生活を脅かす深刻な被害をもた

らしました。「東大和市事業継続計画（地震

編）」のＰ23「電力」の項目には、災害時に

おける電力使用にあたっては制約が大き

く、完全に停電した際には、各業務システ

ムを用いた通常業務の継続的な実施は困

難な状態となることから、「停電時に備え

た非常用電源の確保」が貴市の課題として

あげられております。 

災害による大規模停電発生時の災害対

策本部等、災害対応拠点の機能確保と、７

２時間を超える長期の停電に対する備え

として、災害時のみならず、通常時におい

ても活用できる高効率なコージェネレー
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

ションシステムなどの自立分散型エネル

ギーの導入を検討し、電源の自立化・多重

化によるエネルギーの確保を図ることも

提案いたします。 

５ 

Ｐ115【展開方向１】廃棄物の減量と適正処

理に向けた取組の推進 

 

「主な具体的取組」の上から５つ目の内容

（以下参照）について、下線部を追記 

◆売れ残りや食べ残しなど、本来食べられ

る食品が廃棄されてしまう「食品ロス」

の削減に向けて、市民、事業者とも連携

して食育等を含めた取組への啓発活動

を推進します。 

 

（理由） 

食品ロス問題への取組みは、廃棄物削減

への効果だけでなく、食育にもつながるテ

ーマであると考えています。 

弊社の学校教育支援活動は、地産地消の

食材選択・調理・食事・片付けの各過程で、

環境に配慮した食事作りを提案する内容

となっており、児童生徒が保護者に伝える

ことで「家庭でのエコ・クッキングの普及・

実践」に結び付けることが期待できます。 

当該箇所の表記について、ご

意見の趣旨にある「食品ロスの

削減に向けた取組を、市民、事業

者と連携して推進する」内容と

なるよう、文言を変更します。 

６ 

Ｐ119【展開方向２】地球温暖化対策の推進 

 

「主な具体的取組」の上から２つ目の内容

（以下参照）について、下線部を追記 

◆家庭や事業者から排出される二酸化炭

素量を削減するため、再生可能エネルギ

ー・蓄電池・燃料電池の普及促進を図る

とともに省エネルギー型のライフスタ

イルや企業活動の実践を促します。 

 

（理由） 

良好な生活環境を確保するため地球温

暖化対策や限られた資源・エネルギーの有

効活用などを推進し、環境負荷の少ないま

ちづくりを進めていくためには、生活環

境・設備の改善を含めた排出量削減に取り

組む必要があります。 

具体的には、太陽光発電システムや蓄電

ご意見の趣旨にある「再生可

能エネルギーの普及を促す」こ

とについて、当該箇所に新たに

追記します。 

また、普及促進を図るための

インセンティブの検討について

は、財政負担を伴うことから、慎

重に進める必要があると考えて

います。 
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提出者 番号 意見の要約 市の考え方 

池、エネファーム(家庭用燃料電池)を各家

庭に積極的に導入を進めることは目標達

成に繋がる施策であると考えます。 

具体的な施策での支援で普及促進に繋

げるためには、市民に対するインセンティ

ブの検討も必要だと考えます。 

７ 

Ｐ119【展開方向２】地球温暖化対策の推進 

 

「主な具体的取組」の上から３つ目の内容

（以下参照）に賛同 

◆市民や事業者による主体的な取組を促

進するため、地球温暖化対策の重要性に

関する各種啓発活動に取り組みます。 

 

（理由） 

地球温暖化対策は、世代の差や立場の違

いを越えそれぞれが主体的に考え、協働

し、それぞれの役割を担い、環境活動をす

すめていく必要があります。 

そして特に重要なのは、未来を担う子ど

もたちに対する環境教育だと考えます。学

校での環境教育は、家庭の生活様式の変容

を促し「意識啓発」に効果があるという実

証結果も出ています。 

昨今、「次世代向け教育支援活動」は多く

の民間企業において実施されております。

弊社においても、ＳＤＧｓの考え方を踏ま

え「未来を担う子どもたちにエネルギーと

環境の大切さを伝える」ことを目的とした

学校教育支援活動を実施しております。 

計画案に表記したとおり、地

球温暖化対策を推進してまいり

たいと考えています。 

 

 


